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日 時：令和７年 ４月２４日（木） 

午後７時００分 

 

場 所：山梨市役所 

   西館５０１会議室 

 

 

 



月　日 内　　　　　　　　　　　　　　容 場　　　所

4月～3月 談合坂パンフレット設置　パンフレット補充等　計６回  談合坂サービスエリア

4月19日 西沢渓谷清掃活動　実施 西沢渓谷

4月29日 西沢渓谷山開き・田部祭　開催 西沢渓谷

5月1日 山梨市観光協会理事会 山梨市役所

5月29日 山梨市観光協会総会 山梨市役所

7月22日 山梨市観光協会常任理事会 牧丘支所

7月27日 笛吹川県下納涼花火大会　（協賛・協力） 笛吹川万力大橋下流

8月18日 笛吹川源流まつり　出店・協力 道の駅　みとみ

9月28日 ヴァンフォーレ甲府サンクスデー　出店 JITリサイクルスタジアム

9月22日 巨峰の丘マラソン大会（出店・協力） 笛川小学校

10月5日・6日 すみだまつり（出店・PR） 東京都墨田区

10月19日・20日 江東区民祭り（出店・PR） 東京都江東区

10月19日・20日 八王子街道市（出店・PR） 東京都八王子市

11月3日 京田辺市　市民まつり（出店・PR） 京都府

11月13日 山梨市観光協会常任理事会 山梨市役所

11月16日・17日 八王子いちょう祭り（出店・PR） 東京都八王子市

12月18日 山梨市観光協会常任理事会 山梨市：喜多八

1月1日 2025ハッピー初日の出 笛吹川フルーツ公園

2月13日 山梨市観光協会　研修会 静岡市：用宗地域他

2月22日 万葉の森で焚火とワインマルシェ　開催 万力公園

3月7日 山梨市観光協会常任理事会 山梨市役所

その他実行員会等出席

4月10日 万葉うたまつりとホタル観賞会実行委員会
4月24日 巨峰の丘マラソン大会実行委員会
5月30日 笛吹川源流まつり実行委員会

常任委員会資料

令和6年度　事業報告
第1号議案





令和７年度 山梨市観光協会事業計画（案） 

１基本方針 

 山梨市の多彩な観光資源を活かし、「おもてなし」の心で、多くの観光客が満足してもらえる観光地

づくりを展開する。 

 

２事業内容 

 （１）協会の組織強化について 

   ① 会員への情報共有を積極的に行う。 

   ② 協会員の情報発信の強化。（ＳＮＳの活用推進） 

   ③ 観光ＰＲ（観光企画、旅行商品開発、商談、観光ＰＲ出展等）の活動を活性化する。 

   ④ 組織体系について随時見直しを行う。 

 （２）観光宣伝、誘客事業 

   ① 県内外の観光案内所及び企業や旅行会社等への観光パンフレットの設置や、各種イベントで

の配布による観光宣伝を行う。 

② 西沢渓谷をはじめとする、市内の自然を活用した観光商品のＰＲと観光商品の開発を積極

的に行う。 

③ 新聞、雑誌、テレビ等の無料宣伝を基本に、取材等に積極的に協力する。 

④ 関東近県の観光イベント等へ積極的に参加し、特産品の販売と観光宣伝を行う。 

⑤ 県・やまなし観光推進機構が実施する観光キャンペーン等に積極的に参加し、観光宣伝を

行う。 

⑥ 近隣の観光協会等と広域連携による観光宣伝等を行い、広域な誘客促進を図る。 

   ⑦ やまなし観光推進機構、市並びに観光協会のＨＰ、及びＳＮＳへタイムリーな観光情報を提供

する。 

   ⑧ 峡東地域が認定された日本遺産「葡萄畑が織りなす風景」を活用し、サイクリング観光や既

存観光資源の活用を進める。 

   ⑨ ヴァンフォーレ甲府との連携事業を実施する。 

   ⑩ 通年、観光客が本市に訪れる仕組みを構築する。（イベント実施、SNS活用） 

 

第２号議案 



 （３）観光施設の整備 

     市内観光施設、文化財、山岳等の観光地整備を行政と協力して行う。 

 （４）催し物事業 

     市並びに観光協会で実施する事業について会員への周知徹底を図る。 

     県内有数の集客力を誇る笛吹川フルーツ公園と連携する 

（５）観光美化運動の促進 

     観光客が快く訪れていただくために、観光地の美化に努める。 

（６）研修事業の実施 

     協会員の見識を広げ組織力の向上を図るため、市内外の観光資源や法人化に向けた研修事

業等を実施する。 

 

※上記については、予定であり状況により変更となる場合がある。 



月　日 内　　　　　　　　　　　　　　容 場　　　所

4月～3月 談合坂パンフレット設置　パンフレット補充等　計６回  談合坂サービスエリア

４月 西沢渓谷清掃活動 西沢渓谷

4月16日 山梨市観光協会理事会 山梨市役所

4月24日 山梨市観光協会総会 山梨市役所

4月29日 西沢渓谷山開き・田部祭 西沢渓谷

6月 万葉うたまつり　出店 万力公園

７月 笛吹川納涼花火大会 笛吹川万力大橋下流

８月 笛吹川源流まつり

10月 ヴァンフォーレ甲府サンクスデー　出店 JITリサイクルスタジアム

９月 巨峰の丘マラソン大会へ　出店 笛川小学校

10月 すみだまつり　出店 東京都墨田区

10月 江東区民祭り　出店 東京都江東区

10月 八王子街道市　出店 東京都八王子市

10月 えがおフェスタ（未定） －

11月 京田辺市　市民まつり 京都府

11月 八王子いちょう祭り 東京都八王子市

1月1日 2026ハッピー初日の出 笛吹川フルーツ公園

2月 山梨市観光協会　研修会 －

2月 万葉の森で焚火とワインマルシェ 万力公園

常任委員会資料

令和7年度　事業計画（案）



単位：　円

項 目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 備       考

会   費 会   費 575,000 566,000 9,000 会員175・団体5　計180会員

委託料 委託料 330,000 320,000 10,000 西沢渓谷歩道管理組合より

補助金 補助金 3,128,000 3,128,000 0 市補助金

事業費 負担金 160,000 180,000 △ 20,000 研修会参加会員負担金

雑収入 雑収入 301,000 300,000 1,000
総合パンフレット広告料
イベント売り上げ
預金利子等

4,494,000 4,494,000 0

単位：　円

項 目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 備　　　　考

事務費 954,000 824,000 130,000

旅   費 25,000 25,000 0 パンフレット補充（談合坂）

交際費 20,000 20,000 0 協会員等葬祭費用として

需用費 549,000 459,000 90,000
総合パンフレット印刷
消耗品

役務費 30,000 30,000 0 郵送料・振込手数料

使用料 300,000 260,000 40,000 HPレンタルサーバー、WiFi使用料

会議費 30,000 30,000 0

事業費 3,390,000 3,470,000 △ 80,000

宣伝広告費 200,000 200,000 0 新聞広告料等

キャンペーン
及びイベント

費
1,220,000 1,220,000 0

①イベント開催費用：６４０，０００円
　　山開き・田部祭　（２００，０００円）
　　焚火とワインマルシェ　（４００，０００円）

②観光キャンペーン費：５８０，０００円
　　いちょうまつり、街道市（170,000円）
　　墨田まつり、（７０，０００円）
　　江東区民まつり（１２０，０００円）
　　その他（２２０，０００円）

　①＋②＝１，２２０，０００円

整備費 300,000 330,000 △ 30,000 西沢渓谷等整備費等

協賛金 500,000 500,000 0 花火大会

賃借料 20,000 20,000 0

負担金 500,000 500,000 0
西沢渓谷遊歩道管理費
やまなしブランド土産品協会費
ワインリゾート推進協議会負担金
菜の花ロード負担金　等

支部補助金 0 0 0 ３支部・部会事業補助金

研 修 費 350,000 300,000 50,000

備 品 費 150,000 200,000 △ 50,000

予備費 予備費 150,000 200,000 △ 50,000

4,494,000 4,494,000 0

令和７年度  山梨市観光協会収支予算（案）  

合計

支出の部

収入の部

合計



山梨市観光協会出店助成金交付要綱（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、山梨市観光協会員の販路拡大と山梨市の観光・物産の振興を図ることを

目的として、山梨県外で行われるイベント等に会員が出店する出店料等について、予算

の範囲内で山梨市観光協会出店助成金を交付することについて必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（助成対象者） 

第２条 助成対象者は、山梨市観光協会（以下「協会」という。）の会員（以下「会員」とい

う。）であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

（１） 山梨市外で行われるイベント等（山梨市観光協会長（以下「会長」という。）が認

めるものに限る。）に出店すること。 

（２） 前号に規定するイベント等の会場で協会のＰＲ（観光協会発行のパンフレット等の

配置、看板等の設置をすることをいう。）をすること。 

（３） 第１号に規定する出店は、自らが生産・加工する商品などの販売をするものである

こと。 

 

（助成金の額） 

第３条 山梨市観光協会出店助成金（以下「助成金」という。）の額は、次のとおりとする。 

 ただし、他団体から助成金等を受ける場合は、助成金を交付しないものとする。 

（１） 出店料：山梨市外で行われるイベントの出店料の２分の１の額。 

（２） 交通費：県外で行われるイベントで山梨市から開催地までの往復に要する経費       

とし次のとおりとする。 

① 高速料金：２分の１の額 

② 燃 料 代：２０円／ｋｍ 

③ 公共交通費：２分の１の額、ただし１申請３人分までとする。 

（３） 宿泊費：県外で行われるイベントで次のとおりとする。 

① １人１泊につき宿泊費の２分の１又は７，０００円のいずれか低い額。ただし１申

請につき、１人１万５千円を上限とする。 

② １申請３人まで。 

（４） その他：会長が助成をすべきと特に認めた場合。 

 

（助成金の交付申請） 

第４条 助成金の交付を受けようとする者は、観光協会出店助成金交付申請書（様式第１号）

に必要な資料（イベントチラシ、出店要項等）を添付して、出店イベント等の７日前

までに、会長に提出しなければならない。 

 

 



 

（実績報告及び交付請求） 

第５条 事業終了後、速やかに観光協会出店助成金（概算払い）請求書兼実績報告書（様式第

２号）に必要な資料（領収書等写し、出店写真、イベントチラシ等）を添付して、会

長に提出しなければならない。 

 

（助成金の交付） 

第６条 会長は、前項の規定による実績報告及び請求を受けたときは、助成金を交付するもの

とする。ただし、会長が助成事業の円滑な推進を図るうえで必要と認めるときは、第

２条第１号に規定する出店をする前に助成金を概算払い請求することができるもの

とする。 

  ２ 概算払い請求をする場合は、観光協会出店助成金（概算払い）請求書兼実績報告書

（様式第２号）に必要な資料（イベントチラシ、出店要項等）を添付して、会長に提

出しなければならない。 

 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める 

 

 

 

附則 この要綱は、令和  年  月  日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第１号）  

令和 年 月 日  

 

山梨市観光協会長 様  

 

（申請者）  

所 在 地  

団 体 名  

代表者名  

 

観光協会出店助成金交付申請書 

 

イベント等出店事業を次のとおり実施しますので、助成金の交付を申請します。 

イベント等

名称 

 

実施場所  

 

実施期間

（参加） 

年  月  日 

（  年   月  日） 

から 年  月  日 

（  年   月  日） 

実施概要  

 

販売品目  

従事人数  

申請額 項目 必要額 助成額 備考 

(1) 出店料   1/2 

(2) 交通費   計 

①高速代   1/2 

②燃料代   20円/km×  ｋｍ 

③公共交通費   人分・1/2 

(3)宿泊費   人分 

1/2 or 7,000円 

 合計    

 

連絡先 

担当者名  

住所  

電話番号（携帯  

e-mail  

※必要な資料（ベントチラシ、出店要項等） 



（様式第 2号）  

令和 年 月 日  

山梨市観光協会長 様  

 

（申請者）  

所 在 地  

団 体 名  

代表者名  

 

観光協会出店助成金（概算払い）請求書兼実績報告書 

 

次とおり、イベント等出店事業について（請求・報告）します。 

イベント等

名称 

 

実施場所  

参加期間 年  月  日   から   年  月  日 

実施概要  

販売品目等  

従事人数  

請求額 項目 実績(見積）額 助成額 備考 

(1) 出店料   1/2 

(2) 交通費   計 

①高速代   1/2 

②燃料代   20円/km×  km 

③公共交通費   人分・1/2 

(3) 宿泊費   人分 

1/2 or 7,000円 

合  計    

振込先 金融機関             支店               

口座番号（ 普通・当座 ） 口座番号                 

フリガナ 

口座名義人                             

 

連絡先 

担当者名  

住所  

電話番号（携帯  

e-mail  

※必要な資料（領収書「見積書」・ベントチラシ、出店要項・写真等） 



パンフレット配布状況

①パンフレット種別集計 ②送付設置別集計

№ パンフレット
送付先

設置箇所
合計 / 部数 №

送付先
設置箇所

合計 / 部数 種類 №
送付先

設置箇所
合計 / 部数 種類

1 総合 95 16,991 1 ららぽーと横浜 7550 31 31 京田辺 360 3

2 できること 50 7,711 2 談合坂SA 2930 8 32 ほったらかし温泉 300 2

3 西沢渓谷 29 4,430 3 八王子 2100 18 33 県観光資源課　小野様 250 1

4 その他 24 2,710 4 新静岡バスセンター 1800 12 34 高知県立文学館 250 5

5 徳和溪谷 13 1,590 5 牧丘支所 1470 22 35 ふるさと回帰フェア 200 2

6 乾徳山 15 1,450 6 道の駅みとみ 1450 11 36 甲府駅観光案内所 200 2

7 棚山　兜山 10 930 7 東京都庁 1400 11 37 差出の磯大嶽山神社 200 2

8 大弛峠 9 780 8 フルーツパーク富士屋ホテル 1300 5 38 山中湖村(観光施設) 200 1

9 乙女高原 9 750 9 リニヤ見学センター 1150 5 39 大月駅 200 2

10 トレッキングマップ 6 520 10 vfkサンクスデー 900 3 40 秩父市(道の駅) 200 1

11 小楢山 7 360 11 県民文化ホール 850 10 41 福祉課 200 2

12 一の釜 2 300 12 ショッピングセンター きららシティ800 4 42 米国旅行博 200 1

13 万力公園 2 200 13 すみだまつり 800 4 43 ぐらいんや 150 2

14 ハガキ 1 200 14 石和温泉駅前観光案内所 800 4 44 総合政策課 122 3

15 セラピー 2 130 15 綿半　万力店 800 4 45 商談会 120 4

16 自転車 1 100 16 モリパーク 750 7 46 はなかげの湯 100 1

17 ぶどう畑が織りなす（英語） 1 100 17 大沢聡さんコンサート 750 5 47 ぷくぷく 100 1

18 サイクリングマップ 1 100 18 丸の内トラストシティー 700 4 48 フルーツセンター 100 1

19 湯三昧 1 20 19 山梨県事業・大宮駅 700 4 49 ほったらかしキャンプ場 100 1

総計 278 39,372 20 地域資源開発課　山村さん 700 2 50 山梨県庁・防災センター 100 1

21 農林課 610 4 51 初花 100 1

22 フルーツ公園(工房、案内所) 600 6 52 川浦温泉　山県館 100 2

23 山口キャンペーン 600 6 53 都庁全国PRコーナー 100 1
24 みとみ笛吹の湯 550 7 54 八王子うたごえの会 （社会福祉協議会からの依頼）100 2
25 クインビーズ 500 5 55 八幡・古民家 100 2
26 街道市 500 3 56 こども子育て課 60 2
27 琴川ダム 500 6 57 商工労政課 60 2
28 江東区民 500 3 58 山梨県市町村職員研修所 50 1
29 湯村ホテル 500 5 59 防災センター 50 1
30 山梨市駅前観光案内所 400 4 60 議会事務局 20 2

61 三富支所 20 1
総計 39372 278



山梨市観光協会備品台帳（案）
☑ 管理番号 品名 備品画像 サイズ 個数 場所

No.１
発電機

DLG4000iSR
625×460×520

3500W
1 土地改（右）

No.２ パイプ椅子（黒） ー 20 土地改（右奥）

No.３ パイプ椅子（青） ー 20 土地改（右奥）

No.４ ガス用焼鳥コンロ 600×150 5 土地改（土間）

No.５ 大鍋 直径80㎝ 5 土地改（土間）

No.６ 大鍋蓋 大鍋サイズ 2 土地改（土間）

No.７ 寸胴 直径42㎝ 2 土地改（土間）

No.８ 寸胴 直径45㎝ 1 土地改（土間）

No.９ 寸胴
直径45㎝
浅め

1 土地改（土間）



No.１０ 寸胴
直径39㎝
やや浅め

1 土地改（土間）

No.１１ 寸胴蓋 直径42㎝ 1 土地改（土間）

No.１２ 寸胴蓋 直径45㎝ 1 土地改（土間）

No.１３ 両手段付き天ぷら鍋 直径24㎝ 1 土地改（土間）

No.１４ 両手段付き天ぷら鍋 直径28㎝ 1 土地改（土間）

No.１５ 両手段付き天ぷら鍋 直径24㎝ 1 土地改（土間）

No.１６ 両手段付き天ぷら鍋 直径33㎝ 1 土地改（土間）

No.１７ ザル 直径63㎝ 1 土地改（土間）

No.１８ ザル 直径69㎝ 1 土地改（土間）



No.１９ テント 2間×3間 2 土地改（土間）

No.２０ ドランゴンバーナー ー 2 土地改（土間）

No.２１ ガス台 ー 2 土地改（土間）

No.２２ 調整器 ー 2 土地改（土間）

No.２３ 冷凍庫 540×625×838 1 観光課



山梨市観光協会 会則 

 

（名称） 

第１条 本会は、山梨市観光協会（以下「協会」という。）と称する。 

（事務所） 

第２条 協会は、事務所を山梨市役所観光課（山梨市小原西８４３番地）に置く。 

（目的） 

第３条 協会は、観光事業の振興発展と観光資源の開発に努め、新しい時代に対応できる魅

力あるまちづくりを創造し、官民一体となって関連する諸事業の推進を図ることを目的とす

る。 

（事業） 

第４条 協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。 

（１）観光資源の開発及び保護 

（２）観光に関する調査及び研究 

（３）観光行事の開催及び助成 

（４）観光情報の収集及び提供 

（５）観光宣伝及び紹介並びに観光客の誘致 

（６）その他協会の目的を達成するために必要な事項 

（会員） 

第５条 協会の会員は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

（1）協会の目的に賛同して入会した個人 

（2）協会の目的に賛同して入会した法人その他の団体 

（入会）  

第６条 協会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。 

（会費の納入） 

第７条 会員は次に定める会費を納入しなければならない。 

 （１）正会員 年間   3,000円 

 （2）協力団体等   10,000円 

２ 既納の会費は、返還しないものとする。 

（会員の資格喪失） 

第８条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。 

（１）退会したとき 

（２）会員が死亡し又は、法人その他の団体が解散したとき 

（退会） 

第９条 会員は、退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。 

 

（除名） 

第１０条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会長が、これを除名することができ

る。 

（１）協会の名誉をき損し、又はその設立の目的に反する行為をしたとき。 

（２）2ヵ年分の会費の納入を怠ったとき 

２ 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に弁明の機会を与えなけれ

ばならない。 

 



（グループ） 

第１１条 事業種毎の連携を図り、協会事業の運営を推進するため、グループを設置すること

ができる。 

２ グループの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（エリア長） 

第１２条 旧山梨市地区・旧牧丘町地区・旧三富村地区の事業に係るアドバイザーとして、エリ

ア長を置くことができる。 

（エリア長の選任） 

第１３条 エリア長は理事が選任する。 

（役員） 

第１４条 協会に次の役員を置く。 

（１）会長（代表理事） １人 

(2)副会長 １人から 3人程度 

（３）常任理事 10人程度 

（４）理事 30人程度 

（５）監事 ３人以内 

（役員の選任） 

第１５条 協会の役員は次に掲げる役員の区分に応じて当該各号に定める人員及び方法によ

り選任する。 

 （1）理事及び監事 会員のうち総会により選任する。 

  （２）常任理事 理事のうち互選により選出する。 

  （３）会長及び副会長 常任理事のうち互選により選出する。 

   

２ 理事及び監事は、兼ねることができない。 

（役員の職務） 

第１６条 会長（代表理事）は、会を代表し、その会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

3 常任理事（副会長を含む。）は、常任理事会を組織し、会務を審議する。 

4 理事は、理事会を組織し、会務を審議する。 

5 監事は、協会の会務及び会計を監査する。 

（役員の任期） 

第１７条 役員の任期は、２年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 役員は、再任をさまたげない。 

３ 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職

務を行なわなければならない。 

 

第５章 会議 

（会議の権能） 

第１８条 総会は、次の事項を議決する。 

（１）会則の変更 

（２）事業計画及び予算の決定 

（３）事業報告及び決算の承認 

（４）その他協会の運営に関すること 



２ 理事会は、次の事項を議決する。 

（1）総会の議決した事項の執行に関する事項 

（2）総会に付議すべき事項 

（3）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

3 常任理事会は、次の事項を議決する。 

（１）年度途中における新たな事業計画の決定並びにこれに伴う予算の決定及び執行に関

する事項 

  （2）理事会に付議すべき事項 

  （3）その他理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

（会議の開催） 

第１９条 通常総会は、年 1回開催する。 

２ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 

（１）理事会が必要と認めたとき。 

（２）総会員の 5分の 1以上から、又は、監事から会議の目的を記載した書面により請求

があったとき。 

３ 理事会は、次に掲げる場合に開催する。 

（１）会長が必要と認めるとき。 

（２）理事の現在数の 4分の 1以上から会議の目的である事項を記載した書面により請

求があったとき。 

4 常任理事会は、次に掲げる場合に開催する。 

（１）会長が必要と認めるとき。 

（２）常任理事の現在数の 4分の 1以上から会議の目的である事項を記載した書面に 

より請求があったとき。 

 

(会議の招集) 

第２０条 協会の会議は、会長が招集する。 

(会議の議長) 

第２１条 協会の会議の議長は、会長がこれにあたる。 

(会議の議決) 

第２２条 協会の会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。  

 

 

(事務局) 

第２３条 協会の事務を処理するため事務局を置く。 

（事務局職員） 

第２４条 事務局に次の職員を置く。 

（１）事務局長 

（２）事務員 

２ 前項の職員のほか、事務局に必要な職員を置くことができる。 

３ 事務局長は、会長の命を受けて総会及び理事会の議決事項の執行、庶務を総括する。 

４ 事務員は、事務局長の指揮を受けて庶務を処理する。 

５ 職員は、会長が任命する。 

(経費) 



第２５条 協会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。 

(会計年度) 

第２６条 協会の会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

    附 則 

(施行期日) 

この会則は平成１７年 ４月 １日から施行する。 

    附 則 

この会則は平成２１年 ５月２９日から施行する。 

附 則 

この会則は平成２３年 ５月１２日から施行する。 

   附 則 

この会則は平成２７年 ６月 ３日から施行する。 

    附則 

 この会則は平成２８年 ６月 １日から施行する。 

    附則 

 この会則は令和２年３月３１日から施行する。 

附則 

 この会則は令和４年 ５月３０日から施行する。 

附則 

 この会則は令和６年 ５月２９日から施行する。 



山梨市観光協会部会設置要綱 

 

(趣旨) 

第１条 県内外におけるイベント等への出展、また、市内観光資源の商品開発等を積極的に行

い、山梨市の観光振興を図る。 

 

(組織) 

第２条 山梨市観光協会内に、部会を設置する。 

２ 部会の統括に部長を置く。 

３ 部長の任命は部会内の互選とし、再選を妨げない。 

４ 部長の補佐に副部長を若干名置くことが出来る。 

５ 監事を置くことが出来る。 

６ 部長、副部長及び監事は部会内の互選とし、再選を妨げない。 

 

(入会) 

第３条 部会への参加は、山梨市観光協会員でなければならない。 

２ 部会への参加は、山梨市観光協会内事務局に参加申込書を提出し、部長の許可を得ること

とする。（別添様式） 

 

 (会費・活動費) 

第４条 本会からの活動補助金、及び、部会参加者の部費とする。 

２ 部会費は、観光協会費とは別に部会に納めることとし、年度当初の部会でその額を決定す

る。 

３ 会計報告は、毎年度末の部会において本会長に報告する。 

 

(事務) 

第５条 部会事務局は、観光課において主管する。 

 

(会議等) 

第６条 部会は、次の各号に掲げる会議等を行う。 

(1) 出展検討会議 

(2) 出展者調整会議 

(3)  観光商品開発会議 

(4) その他部長が必要とする事項に関する会議 

 

(その他) 

第７条 ここに記載のない個別案件等は、全て部長に一任する。 

 

 

附 則 

この要項は、令和２年４月１日から施行する。 

この要項は、令和３年４月１日から施行する。 



資料 
 

 

 

申請日：令和  年  月  日 

 

 

山梨市観光協会 電子メール届 

 

申請者  

住所  

支部名  

メールアドレス  

 

※この書面に記載される個人情報等の利用に関しては、山梨市観光課、及

び、山梨市観光協会からの情報伝達の目的以外への利用を禁止します。 

 

※提出方法 

 山梨市役所 観光課宛 

FAX ：０５５３－２３－２８００ 

 Mail ：kanko@city.yamanashi.lg.jp 

 

 連絡先 

山梨市小原西８４３番地 

 TEL ：０５５３－２２－１１１１ 観光課  


